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【手続補正書】
【提出日】平成21年2月23日(2009.2.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の機能のうち任意の機能を使用できないように機能制限を設定して動作するモード
と、通信装置が動作しないようにロックする動作モードを有する通信装置において、
　前記通信装置は、着信検出部と、ロック処理部と、予め特定の電話番号を登録して記憶
する記憶手段を備え、前記着信検出部が前記記憶手段に登録された電話番号からの着信を
検出すると、前記ロック処理部が通信装置の機能をロック状態に設定することを特徴とす
る通信装置。
【請求項２】
　前記着信検出部が検出した着信が、前記登録された電話番号からの着信であって、前記
ロック処理のための着信である場合には、前記ロック処理部が当該通信装置の機能をロッ
ク状態に設定することを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記着信検出部が検出した着信が、前記登録された電話番号からの着信であって、所定
のキー入力コードを含む着信である場合には、前記ロック処理部が当該通信装置の機能を
ロック状態に設定することを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記着信検出部が、前記登録された電話番号からの着信を、所定時間内に所定回数検出
すると、前記ロック処理部が当該通信装置の機能をロック状態に設定することを特徴とす
る請求項１に記載の通信装置。
【請求項５】
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　前記着信検出部が、前記登録された電話番号からの着信を、所定時間内に連続して所定
回数検出すると、前記ロック処理部が当該通信装置の機能をロック状態に設定することを
特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記着信検出部が、前記機能制限を設定した動作モードにおいて機能制限を設定した電
話帳に登録された電話番号からの着信を検出すると、前記ロック処理部が当該通信装置の
機能をロック状態に設定することを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】通信装置
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、遠隔ロック機能を有する通信装置に関するものであり、特に、親が子供に持
たせる場合に、通信装置の種々の機能のうち任意の機能を使用できないように機能制限を
設定して動作するモードを有する通信装置において、当該通信装置を紛失した場合に拾得
者により不正使用されないように、遠隔から簡単な操作で当該通信装置の発信機能などを
ロックできるようにした通信装置に関するものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　すなわち、本発明は、携帯電話の種々の機能のうち任意の機能を使用できないように機
能制限を設定して動作するモードを有する携帯電話において、当該携帯電話を紛失した場
合に拾得者により不正使用されないように、遠隔から簡単な操作で暗証番号やパスワード
によらず当該携帯電話の発信機能などをロックできるようにした遠隔ロック機能を有する
携帯電話といった通信装置を提供することを目的とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　請求項１に記載の発明は、複数の機能のうち任意の機能を使用できないように機能制限
を設定して動作するモードと、通信装置が動作しないようにロックする動作モードを有す
る通信装置において、前記通信装置は、着信検出部と、ロック処理部と、予め特定の電話
番号を登録して記憶する記憶手段を備え、前記着信検出部が前記記憶手段に登録された電
話番号からの着信を検出すると、前記ロック処理部が通信装置の機能をロック状態に設定
することを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　請求項２に記載の発明は、前記着信検出部が検出した着信が、前記登録された電話番号
からの着信であって、前記ロック処理のための着信である場合には、前記ロック処理部が
当該通信装置の機能をロック状態に設定することを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　請求項３に記載の発明は、前記着信検出部が検出した着信が、前記登録された電話番号
からの着信であって、所定のキー入力コードを含む着信である場合には、前記ロック処理
部が当該通信装置の機能をロック状態に設定することを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　請求項４に記載の発明は、前記着信検出部が、前記登録された電話番号からの着信を、
所定時間内に所定回数検出すると、前記ロック処理部が当該通信装置の機能をロック状態
に設定することを特徴とする。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　請求項５に記載の発明は、前記着信検出部が、前記登録された電話番号からの着信を、
所定時間内に連続して所定回数検出すると、前記ロック処理部が当該通信装置の機能をロ
ック状態に設定することを特徴とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　請求項６に記載の発明は、前記着信検出部が、前記機能制限を設定した動作モードにお
いて機能制限を設定した電話帳に登録された電話番号からの着信を検出すると、前記ロッ
ク処理部が当該通信装置の機能をロック状態に設定することを特徴とする。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　請求項１にかかる発明においては、通信装置は、着信検出部と、ロック処理部と、予め
特定の電話番号を登録して記憶する記憶手段を備え、前記着信検出部が前記記憶手段に登
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録された電話番号からの着信を検出すると、前記ロック処理部が当該通信装置の機能をロ
ック状態に設定する。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　これにより、機能制限モードで使用されている通信装置（例えば携帯電話）がロックモ
ードを解除した状態で使用されており、紛失、置き忘れが起こった場合、親の携帯電話や
家庭の固定電話、親の勤務先の電話など、予め設定した特定の電話番号の電話から遠隔操
作により携帯電話をロックモードに設定することができるようになる。このようにすれば
暗証番号やパスワードによる認証処理を必要としないので、これらを忘れた場合であって
も携帯電話を遠隔操作によりロックすることができるようになる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　また、請求項２にかかる発明においては、請求項１にかかる通信装置において、着信検
出部が検出した着信が、前記登録された電話番号からの着信であって、前記ロック処理の
ための着信である場合には、前記ロック処理が当該通信装置の機能をロック状態に設定す
る。このようにすれば暗証番号やパスワードによる認証処理を必要としないので、これら
を忘れた場合であっても通信装置を遠隔操作によりロックすることができるようになる。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　また、請求項３にかかる発明においては、請求項１にかかる通信装置において、着信検
出部が検出した着信が、前記登録された電話番号からの着信であって、所定のキー入力コ
ードを含む着信である場合には、前記ロック処理部が当該通信装置の機能をロック状態に
設定する。このようにすれば暗証番号やパスワードによる認証処理を必要としないので、
これらを忘れた場合であっても通信装置を遠隔操作によりロックすることができるように
なる。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　また、請求項４にかかる発明においては、請求項１にかかる携帯電話において、着信検
出部が、前記登録された電話番号からのを、所定時間内に所定回数検出すると、前記ロッ
ク処理部が当該携帯電話の機能をロック状態に設定する。このようにすれば暗証番号やパ
スワードによる認証処理を必要としないので、これらを忘れた場合であっても携帯電話を
遠隔操作によりロックすることができるようになる。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　また、請求項５にかかる発明においては、請求項１にかかる通信装置において、着信検
出部が、前記登録された電話番号からの着信を、所定時間内に連続して所定回数検出する
と、前記ロック処理部が当該通信装置の機能をロック状態に設定する。このようにすれば
暗証番号やパスワードによる認証処理を必要としないので、これらを忘れた場合であって
も通信装置を遠隔操作によりロックすることができるようになる。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　また、請求項６にかかる発明においては、請求項１にかかる通信装置において、着信検
出部が、前記機能制限を設定した動作モードにおいて機能制限を設定した電話帳に登録さ
れた電話番号からの着信を検出すると、前記ロック処理部が当該通信装置の機能をロック
状態に設定する。このようにすれば暗証番号やパスワードによる認証処理を必要としない
ので、これらを忘れた場合であっても通信装置を遠隔操作によりロックすることができる
ようになる。
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